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本日のテーマ

1. 優越的地位の濫用・下請法に関する近時の処分事例

2. 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」と、「下請代金
支払遅延等防止法に関する運用基準の改正」 【派生形態】

① 「優越的地位の濫用」に関する緊急調査

② 法執行体制整備

③ 令和5年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン

3. 優越的地位の濫用・下請法の基本構造 【基本形態】

4. 近時の処分事例の概況

5. 参考その１： いわゆる「消費者優越」 【別の派生形態】

6. 参考その２： フリーランス新法 【発展形態】
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１．優越的地位の濫用・下請法に関する近時の処分事例
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/dksochi/2023/index.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/shitaukejiken/2023/index.html
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２．「パートナーシップによる価値創造のための
転嫁円滑化施策パッケージ」と、

「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正」
【派生形態】
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220126.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220126.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220126.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka.html
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https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221227_kinkyuchosakekka.html



23https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2023/jan_mar/230215.htmlhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221223yosan.pdf



24https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/r5actionplan_gaiyou.pdf
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３．優越的地位の濫用・下請法の基本構造 【基本形態】



優越的地位の濫用・下請法の基本構造

優越的地位の濫用
① 独占禁止法における優越的地位濫用規制の位置付け

② 独占禁止法第2条第9項第５号（優越的地位の濫用）

③ 優越的地位該当性の判断

④ 公正競争阻害性の有無の判断

⑤ 不利益行為該当性の判断

⑥ 優越的地位の濫用規制の沿革・講学上の議論

⑦ 不利益行為（独禁法第2条第9項第５号イ、ロ、ハ）の具体例

⑧ これまでの優越的地位濫用事件に対する法的措置

⑨ 不利益行為の組織性・計画性・一連性の有無

⑩ 違反行為の取りやめ・終了

⑪ 「優越的地位濫用事件タスクフォース」による迅速処理（注意）

⑫ 優越的地位濫用事件の処理パターン

⑬ 優越的地位濫用事件審査の方向性

下請法
① 概要・親事業者の義務・禁止行為等

② 過去の買いたたき事案

③ 下請法違反行為の類型別件数・下請事業者が被った不利益の原状回復の状況 （抜粋）

④ 令和4年度における下請法の運用状況 （抄）
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優越的地位の濫用規制

独占禁止法は、取引上の地位が相手方に優越
している一方の当事者（優越的地位）が、取引の
相手方に対し、その優越的地位を利用して、正
常な商慣習に照らして不当に（公正競争阻害性）
不利益を与える（不利益行為）ことを、不公正な
取引方法として禁止。
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① 独占禁止法における優越的地位濫用規制の位置付け
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② 独占禁止法第2条第9項第５号（優越的地位の濫用）
(9) この法律において「不公正な取引方法」とは次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

１～４略

５ 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不
当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同
じ。）に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること

（購入・利用強制） 。

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を
提供させること（金銭提供要請、従業員等派遣要請等） 。

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み（受領拒否）、取引の相手方から

取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ（返品）、取引

の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ（支払い遅延）、若しくはその額を減じ（減
額）、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又

は取引を実施すること（取引条件の不利益変更・実施）。
（補完法）「下請代金支払遅延等防止法」
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③ 優越的地位該当性の判断

「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（平成22年11月30日公取委ガイドライン）

１．市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要
はなく、取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りる。

２．甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との
取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙
にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ない
ような場合である。

（以下の具体的事実の総合考慮によって判断される。）

(1) 乙の甲に対する取引依存度

(2) 甲の市場における地位

(3) 乙にとっての取引先変更の可能性

(4) その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実
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④ 公正競争阻害性の有無の判断

 公正な競争を阻害するおそれのある不利益行為が規制の対象

 問題となる不利益の程度、行為の広がり等を考慮して、個別の事案ごとに判断

① 行為者が多数の取引の相手方に対して組織的に不利益を与える場合

② 特定の取引の相手方に対してしか不利益を与えていないときであっても、

その不利益の程度が強い、又はその行為を放置すれば他に波及するおそれが

ある場合

には、公正な競争を阻害するおそれがあると認められやすい。

31

取引の相手方の事業活動上の自由意思の抑圧・当該取引の相手方の自由かつ自主的な
判断による取引を阻害する（自主的判断阻害性）とともに、当該取引の相手方はその競争
者との関係において競争上不利となる一方で、行為者はその競争者との関係において競
争上有利となるおそれがあること（間接的競争阻害性）



⑤ 不利益行為該当性の判断

〇 優越的地位濫用規制における「不利益」とは

① 相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合

② 相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた

不利益を与えることとなる場合

（注） 「直接の利益」とは、例えば、取引の相手方の従業員等を小売店に派遣して消費者に販売させることが、取引の

相手方が納入する商品の売上げ増加、取引の相手方による消費者ニーズの動向の直接把握につながる場合

など実際に生じる利益をいい、従業員等の派遣をすることにより将来の取引が有利になるというような間接的な

利益を含まない。
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（例）「従業員等派遣要請」

「従業員等を派遣する条件等が不明確で、相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合
や、従業員等を派遣する条件等があらかじめ明確であっても、その派遣等を通じて相手方が得る直接の利益
等を勘案して合理的と認められる範囲を超えた負担となり、相手方に不利益を与えることとなる場合」には「不
利益行為」に当たる。
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⑥ 優越的地位の濫用規制の沿革
原始独占禁止法２条６項（昭和２２年制定）

この法律において不公正な競争方法とは、左の各号の一に該当する競争手段をいう。

１．他の事業者から不当に物資、資金その他経済上の利益の供給を受けず、又は他の事
業者に対し不当に物資、資金、その他の経済上の利益を供給しないこと

２．不当な差別対価を以て、物資、資金その他の経済上の利益を供給すること

３．不当に低い対価を以て、物資、資金その他の経済上の利益を供給すること

４．不当に、利益又は不利益を以て、競争者の顧客を自己と取り引きするように勧誘し、又
は強制すること

５．相手方が自己の競争者から不当に物資、資金その他の経済上の利益の供給を受けな
いことを条件として、当該相手方と取り引きすること

６．相手方とこれに物資、資金その他の経済上の利益を供給する者若しくは顧客との取り
引若しくは相手方との競争者との関係を不当に拘束する条件を附け、又は相手方である会
社の役員（取締役、業務を執行する無限責任社員若しくは監査役若しくはこれらに準ずる
者、支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者をいう。以下同じ。）の選任についてあら
かじめ自己の承認を受けるべき旨の条件を附けて、当該相手方に物資、資金その他の経
済上の利益を供給すること

７．前各号に掲げるものの外、公共の利益に反する競争手段であって、第71条及び第72条
に規定する手続に従い公正取引委員会の指定するもの
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⑥ 優越的地位の濫用規制の沿革
旧２条７項（昭和２８年制定、昭和５２年改正で２条９項に繰下げ）

⑦この法律において不公正な取引方法とは、左の各号の一に該当する行為であって、公
正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。

一 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。

二 不当な対価をもって取引すること。

三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。

五 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

六 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事
業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合に
おいて、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当
に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。

【「競争方法」の規制が「取引方法」の規制となり、5号で優越的地位の濫用が規定された。】
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⑥ 優越的地位の濫用規制の沿革
旧８条（昭和２８年改正による削除）

（旧）8条1項 不当な事業能力の格差があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定

する手続きに従い、事業者に対し、営業施設の譲渡その他その格差を排除するた
めに必要な措置を命ずることができる。

2項 公正取引委員会が前項の措置を命ずるに当たっては、当該事業者につき、左の
各号に掲げる事項を考慮しなければならない。

１ 資本金、積立金その他資産の状況

２ 収支その他経営の状況

３ 役員の構成

４ 工場、事業場及び事務所の位置その他の立地条件

５ 事業設備の状況

６ 特許権の有無及び内容その他技術上の特質

７ 生産、販売等の能力及び状況

８ 資金、原材料等の取得の能力および状況

９ 投資その他の方法による他の事業者との関係

10 前各号に掲げる事項に関する競争者との比較
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⑥ 優越的地位の濫用規制の沿革
旧２条７項（昭和２８年制定、昭和５２年改正で２条９項に繰下げ）

旧８条（昭和２８年改正による削除）

「・・・いわゆる取引上の地位の不当利用を第5号に・・・付け加えることとした。」

「新法第5号は、不当な事業能力の格差の排除の規定が削除されたことにより、大規模事業者

が、その地位を濫用して、中小企業を不当に圧迫するおそれもあり、そのような事態に対処す
るために、新たな類型として追加されることになったものである。これによって、例えば大企業
による下請代金の不当な支払遅延や、銀行による歩積両建預金の強要などが規制可能と
なった。また、取引上の地位の不当利用は、直接の競争手段とはいえないため、従来の『競争
手段』との文言を改め、広い意味での商行為ないし経済行為という意味での『取引方法』とし
た。」

「第8条の不当な事業能力の格差の排除は、企業規模の大きさそのものに対する規制である

が、これがなくても他の規定によって取締りの実を挙げることができると考えられた。すなわち
私的独占行為は禁止されており、この形式的・予防的規定を廃止しても、独占禁止法の法益
状支障がないし、本条を存置することは経済界に不必要な不安を与え、資本の集積や生産規
模の拡大にとって支障となり、事業者の企業意欲を阻害するおそれもあると考えられて削除さ
れることとなった。」

（「独占禁止法政策五十年史 上巻」公正取引協会73頁）
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⑥ 優越的地位の濫用規制についての講学上の議論

 「最近有力に行われている説によれば、「公正な競争」とは、(1)自由な競争の確保、(2)競争手段の公
正さの確保のほか、(3)自由競争基盤の確保によって保たれる状態であり、(3)は、(1)、(2)を可能ならし
める前提条件である、とすると共に、「取引上の地位の不当利用（＝5号）の公正競争阻害性は、自由
競争基盤を侵害する点に求められる」というのである。右のうち、(1)、(2)は前述のところと異ならないが、
(3)は、「取引主体が取引の諾否及び取引条件について自由かつ自主的に判断することによって取引

が行われているという、自由な競争の基盤が保持されていること」をいうものとされている。しかし、この
ような自由競争の「基盤の確保」は、私的独占の禁止にはじまる独禁法の全体系が目標としていること
で、五号がそのために設けられた、というような見方は、その発想において、既に誤っている。しかも、
後述のように、五号の規定は、「自由な競争の基盤」が失われているところに発生した不都合な結果を
除去しようとするものではあるが、競争基盤の再建に、直接に役立ちうる規定ではないのである。」今村
成和「独占禁止法入門」119頁

 「この行為が、取引の相手方の競争機能の発揮を妨げ、自由な競争基盤を侵害する行為であるという
観点から説明する説があるが、このようなことは、この行為の基盤としてある状態であって行為の結果
ではない。本号に基づいて、一般指定14は、優越的地位の濫用を不公正な取引方法として指定してい

るが、ここで違法とされているのは、濫用行為であって、優越的地位そのものではない。だから、濫用行
為が排除されても、優越的地位は残るわけであるし、もともと優越的地位は、その濫用行為に基づいて
生じたものではないのだから、この行為を排除することで、自由競争基盤が確保されることになるという
のも、理由のない説であると思う。結局のところ、この行為の公正競争阻害性は、競争原理が働かない
ことを利用しての、優越的地位の濫用行為であること自体に求めるより外はないもので、文理解釈より
すれば、これには異論もあり得ようが、本号該当の行為を不公正な取引方法の一つに掲げた立法の趣
旨よりすれば、こう解釈するほかはないのである。」同166頁
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⑥ 優越的地位の濫用規制についての講学上の議論

 「本号の趣旨を全面的に生かすために、この要件の方を歩み寄らせるとするならば、
第一に、自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引することは、自己の競争
者としての地位を不当に強化することであり、第二に、それによって、中小企業の健全
な発達を妨げることは、その者の競争者としての地位を弱めることであるから、結局に
おいて、公正な競争を阻害するおそれがある、と解するのである。しかし、本号に掲げ
る行為の悪性は、本来、このような形で理解されるべき性質のものではなく、むしろ、
不公正な取引方法とは拘わりのない、別個の規制として、定むべきものであったろ
う。」今村成和「独占禁止法［新版］」148～149頁

 「この行為は、相手方に不当な不利益を与えること自体によって違法とされるもので、
直接競争秩序に及ぼす影響は問題とされていない。そこで私は、その公正競争阻害
性は、優越的地位の濫用により、自己の競争者としての地位を不当に強化し、相手方
は逆に競争者としての地位を弱めるというように、間接的に競争秩序に影響を及ぼす
点にあるものと解して来た。しかし、そこでも指摘したように、ここにこの行為の悪性が
あるとして指定されているわけではないから、この説明は、技巧的に過ぎたように思わ
れる。」今村成和「私的独占禁止法の研究（五）」258頁
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⑥ 優越的地位の濫用規制についての講学上の議論

 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が，取引の相
手方に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照らして不当に不利益を
与えることは，

 当該取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに，
 「クリスマス関連商品を購入させられた」ことで、「自由かつ自主的に判断することによって取

引が行われているという、自由な競争の基盤が保持されていること」が失われたわけではなく、
むしろ、既に失われていたから、購入させられたのではないか？

 当該取引の相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一方で，
 「クリスマス関連商品を購入させられた」ことで、納入業者は、自己の競争者（他の納入業者

ら？）との関係で競争上不利になるおそれがあるか？

 行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるもの
である。
 「取引先納入業者にクリスマス関連商品を購入させた」ことで、自己の競争者との関係で競争

上有利になるおそれがあるか？

 ただし、「開店セールの際に商品説明等のための従業員を派遣させた」ことで、事後の競争者
との関係で競争上有利になるおそれはあり得るのかもしれない。

 「優越的地位の濫用」は、なぜ違法なのか自体、説明が容易ではない行為類型である。
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⑦ 不利益行為（独禁法第2条第9項第５号イ、ロ、ハ）の具体例



10

措置年月日 事件名 違反行為の内容

S57.6.17同意審決 三越事件 購入強制、金銭提供要請

H10.7.30勧告審決 ローソン事件 金銭提供要請、低価格納入要請

H.16.4.14勧告審決 ポスフール事件 減額

H16.4.15勧告審決 山陽マルナカ事件 従業員等派遣要請、減額、返品、購入強制

H16.11.11勧告審決 ミスターマックス事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請、返品

H16.11.18勧告審決 カラカミ観光事件 購入強制

H16.12.6勧告審決 コーナン商事事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請

H17.1.7勧告審決 ユニー事件 従業員等派遣要請、低価格納入要請

H17.5.12勧告審決 フジ事件 従業員等派遣要請、減額

H17.12.26勧告審決 三井住友銀行事件 購入強制

H18.10.13排除措置命令 バロー事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請、購入強制

H19.3.27排除措置命令 ニシムタ事件 従業員等派遣要請、減額、返品

H19.6.22同意審決 ドン・キホーテ事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請

H20.5.23排除措置命令 マルキョウ事件 従業員等派遣要請、減額、返品

H20.6.23排除措置命令 エコス事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請、減額

H20.6.30排除措置命令 ヤマダ電機事件 従業員等派遣要請

H21.3.5排除措置命令 大和事件 従業員等派遣要請、購入強制

H21.6.19排除措置命令 島忠事件 従業員等派遣要請、減額、返品

H21.6.22排除措置命令 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ事件 見切り販売制限

H22.7.30排除措置命令 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ事件 従業員等派遣要請、返品

⑧ これまでの優越的地位濫用事件に対する法的措置
(行為が課徴金賦課対象となる以前の平成21年12月31日までに終了)
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措置年月日 事件名 違反行為の内容

H23.6.22排除措置命令・課徴金納付命令
H31.2.20審判審決
R2.12.11東京高裁判決
R3.1.27取消審決

山陽マルナカ事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請、返品、減額、購入強制

H23.12.13排除措置命令・課徴金納付命令
H27.6.4審判審決

トイザらス事件 減額、返品

H24.2.16排除措置命令・課徴金納付命令
R元10.2審判審決
【審決取消訴訟提起】

エディオン事件 従業員等派遣要請

H25.7.3排除措置命令・課徴金納付命令
H31.3.25審判審決
R3.3.3東京高裁判決
R4.5.18最高裁上告不受理決定

ラルズ事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請、購入強制

H26.6.5排除措置命令・課徴金納付命令
R2.3.25審判審決
【審決取消訴訟提起】

ダイレックス事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請

R2.8.5確約計画認定 ゲンキー事件 従業員等派遣要請、金銭提供要請、購入強制、返品

R2.9.10確約計画認定 ｱﾏｿﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ事件 減額、金銭提供要請

R3.3.12確約計画認定 BMW事件 過度な販売計画台数強制、新規登録強制

R5.4.6確約計画認定 ダイコク事件 返品、従業員等の派遣の要請

⑧ これまでの優越的地位濫用事件に対する法的措置
(行為が課徴金賦課対象となった平成22年1月1日以降も継続)



⑨ 不利益行為の組織性・計画性・一連性の有無

〇 役員や役員に近い権限を有する、例えば営業本部長等の高位の職責者の指示に従い、組織として

一体的に行われている場合 ⇒ 組織性・計画性・一連性ありと見られる。

→ 課徴金賦課対象となる場合、最初の不利益行為の実施日から、すべての不利益行為を取りやめた

最後の日までの間の、違反行為者の優越的地位が認定され、かつ不利益行為の対象となったすべ

ての相手方との取引額の合計額が課徴金算定対象売上額となる。
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「優越的地位の濫用行為において、独禁法2条9項5号所定の異なる行為類型に該当する行為がされている場

合においても、違反行為を同号所定の異なる行為類型ごとに捉えるのではなく、当該濫用行為が事業者の方
針に基づくものであり、役員等の指示に基づき組織的、計画的に一連の行為として行われているときには、全
体として1個の違反行為がされたものとして、一律に違反行為期間を認めるのが相当」 （令和3年3月のラル
ズ事件東京高裁判決）

〇 優越的地位の濫用に係る課徴金（法第20条の6）
事業者が第19条の規定に違反する行為（第2条9項5号に該当するものであって、継続してするものに限る。）

をしたとき、公取委は、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為の相手方との間における売
上額又は購入額の合計額に100分の1を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなけ
ればならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。



⑩ 違反行為の取りやめ・終了

① 従業員への周知日：被審人会長から従業員に文書配布、「本件立入検査を受けたこと、全社を挙げて検査にも協力

していること、再発防止に全力を挙げて取り組むつもりであること、同日付けで「公正取引推進委員会」を設立したこ

と」等の周知。また、経営会議において、「公正取引推進委員会」において新たにルールを策定するまでは、公取委か

ら疑いをかけられている行為を勝手に行わないこと」等を、各部署に対して周知することとされ、電子メールにより同

経営会議における被審人会長の発言記録を各部署に対して周知。

② 取引先への通知日：取締役会において、被疑事実に係る行為の取りやめ、再発防止に関する決意表明及び決議

内容等を文書で取引先納入業者に送付することを可決。同日、仕入れ担当者の大半が出席する社内研修で取締役

会決議内容を周知するとともに、取引先納入業者に対し、被疑行為を取りやめることを内容とする文書を送付。

③ 受領金等の返却日：②よりも後の日に、複数の納入業者から創業祭協賛金の振込を受け、それを1年以上保持した

後、審査官の指摘を受け返却。

 ②が「違反行為のなくなる日」 （優越的地位濫用行為が組織的、計画的に一連のものとして実行されていた

と評価される場合、その一体として評価される違反行為がなくなったと認めら

れる措置を講じた日が「当該行為がなくなる日」。）
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「優越的地位の濫用行為は、違反行為者が取引の相手方に対して不利益な要請を行い、これに応じさせる態様を含む
違反行為であるから、・・違反行為がなくなったと判断されるためには、単に違反行為者の内部において不利益な要請
を今後行わない旨の意思決定をし、これを違反行為者の内部に周知するだけでは足りず、さらに、既に違反行為者が
行った不利益な要請に対して、当該要請の相手方においてこれに応じることがないような対策（例えば、当該要請の
相手方に対して、当該要請に応じる必要がない旨を周知することや、自社の従業員等に対し、当該相手方が要請に
応じてきた場合にはこれを受け入れてはならないことを徹底することなど）を伴う必要がある。」 （平成31年3月のラル
ズ事件審判審決）



⑪ 「優越的地位濫用事件タスクフォース」による迅速処理（注意）

45

〇 注意件数及び取引内容の年度別推移並びに令和2年度の注意事案の行為類型一覧

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_kanki_shorijokyo_pdf_img/02_betten.pdf



⑫ 優越的地位濫用事件の処理パターン

1. 法的措置による処理

（１） 正式事件処理

・排除措置命令、課徴金納付命令、会社名公表

（２） 確約手続による処理

・確約計画認定（金銭的価値の回復が求められる場合あり。）、

会社名公表

2. 警告又は審査打切りによる処理

・自主的改善措置、会社名公表

3. 「優越タスク」による迅速処理（注意）

・自主的改善措置、会社名非公表

（注）審査開始は、強制処分権限を利用できる正式審査

又は事業者の任意の協力を得て行う任意審査
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⑬ 優越的地位濫用事件審査の方向性

1. 優越的地位濫用行為が課徴金賦課対象となって以降、同事件審査においては、個々の取引先
事業者ごとに違反行為の対象であるか否かを、証拠に基づき認定することが必要。このため、
以前と比べ、事件処理に多大の手間と時間を要するようになった。

2. 確約手続は、違反行為の認定はされないものの、違反事件の迅速処理に資するとともに、確約
計画に金銭的価値の回復が盛り込まれれば、不利益を受けた取引先事業者の救済につながる
面もある。従来のような、大規模小売業者等による納入業者に対する典型的な優越的地位濫用
事件について正式審査が開始される場合、確約手続による処理を念頭に置いている可能性が
ある。もっとも、正式事件処理は排除されない。

3. 典型的な優越的地位濫用事件には当たらない特色のある事件について正式審査が開始される
場合は、正式事件処理を念頭に置いている可能性がある。もっとも、確約手続の利用は排除さ
れない。

4. 違反被疑事業者の市場における地位、行為の組織性・計画性・一連性の有無、不利益行為の
内容、不利益の程度等から見て上記に該当しないとみられる事件については、任意審査が開始
され、警告、注意により処理される可能性がある。もっとも、審査中に正式審査に切り替えて、法
的措置による処理を目指す可能性は排除されない。
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下請法 ①概要・親事業者の義務・禁止行為等

4848https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
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下請法 ①概要・親事業者の義務・禁止行為等

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
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下請法 ①概要・親事業者の義務・禁止行為等

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
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下請法禁止行為（優越的地位の濫用との対比）

下請法 禁止行為 優越的地位の濫用

4条1項1号 受領拒否 2条9項5号ハ

4条1項2号 下請代金の支払遅延 2条9項5号ハ

4条1項3号 下請代金の減額 2条9項5号ハ

4条1項4号 返品 2条9項5号ハ

4条1項5号 買いたたき 2条9項5号ハ

4条1項6号 購入強制・利用強制 2条9項5号イ

4条1項7号 報復措置

4条2項1号 有償支給原材料等の対価の早期決済 (2条9項5号ハ)

4条2項2号 割引困難な手形の交付 (2条9項5号ハ)

4条2項3号 不当な経済上の利益の提供要請 2条9項5号ロ

4条2項4号 不当な給付内容の変更・やり直し 2条9項5号ハ



下請法 ②過去の買いたたき事案

52平成20年版 独占禁止白書 公正取引委員会年次報告193頁



下請法 ②過去の買いたたき事案

53平成27年版 独占禁止白書 公正取引委員会年次報告179頁
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下請法 ③下請法違反行為の類型別件数・
下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_r4_honbun.pdf



55https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_r4_honbun.pdf



56https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_r4_gaiyou.pdf



57https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_r4_gaiyou.pdf



58https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_r4_gaiyou.pdf



59https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_r4_gaiyou.pdf
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４．近時の処分事例の概況
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(令和5年4月6日)株式会社ダイコクから申請があった確約計画の認定について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/apr/20230406dai2.html
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(令和5年3月8日)廣川株式会社に対する勧告について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/230308_kinkishitauke.html
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(令和5年3月16日)岡野バルブ製造株式会社に対する勧告について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/230316_kyusyushitauke.html
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(令和5年3月17日)株式会社キャメル珈琲に対する勧告について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/230317_CAMELcoffee.html
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(令和5年3月27日)工機ホールディングス株式会社に対する勧告について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/230327_kokiholdings.html
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(令和5年3月29日)株式会社ナフコに対する勧告について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/230329_kyusyushitauke.html
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５．【参考その１】

いわゆる「消費者優越」

【別の派生形態】



デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における
優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方（令和元年12月公表）

68https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html



69

デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引にお
ける優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方（令和元年12月公表）

優越的地位の濫用規制についての基本的考え方

 事業者がどのような取引条件で取引するかについては，基本的に，取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものであ
るが，事業者と消費者との取引においては，「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」(消費者契
約法〔平成12年法律第61号〕第1条)が存在しており，消費者は事業者との取引において取引条件が一方的に不利になり
やすい。

 自己の取引上の地位が取引の相手方である消費者に優越しているデジタル・プラットフォーム事業者が，取引の相手方
である消費者に対し，その地位を利用して，正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは，当該取引の相手方で
ある消費者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害する一方で，デジタル・プラットフォーム事業者はその競争者との
関係において競争上有利となるおそれがあるものである(注4)。このような行為は，公正な競争を阻害するおそれがあるこ
とから，不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用として，独占禁止法により規制される。

 どのような場合に公正な競争を阻害するおそれがあると認められるのかについては，問題となる不利益の程度，行為の
広がり等を考慮して個別の事案ごとに判断することになる。

(注4)消費者に対して，自己の取引上の地位が優越していることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に不利益を与え

ることにより削減した費用又は得た利益を，当該取引に係る事業又は他の事業に投入することにより，競争者との関係に
おいて，競争上有利になるおそれがある。

「取引の相手方(取引する相手方)」の考え方

 独占禁止法第2条第9項第5号は，「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商慣習に照らし
て不当に」，「継続して取引する相手方」(同号イ及びロ)や「取引の相手方」(同号ハ)に対して，不利益を与える行為を優越
的地位の濫用としており，「取引の相手方(取引する相手方)」には消費者も含まれる。

 また，個人情報等は，消費者の属性，行動等，当該消費者個人と関係する全ての情報を含み，デジタル・プラットフォーム
事業者の事業活動に利用されており，経済的価値を有する。

 消費者が，デジタル・プラットフォーム事業者が提供するサービスを利用する際に，その対価として自己の個人情報等を提
供していると認められる場合は当然，消費者はデジタル・プラットフォーム事業者の「取引の相手方(取引する相手方)」に該
当する。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html
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「優越的地位の濫用」を巡る議論を整理する視点

従来の議論（本資料37頁等） DP事業者に関する議論（前頁）

自己の取引上の地位が相手方に優越し
ている一方の当事者が，取引の相手方
に対し，その地位を利用して，正常な商
慣習に照らして不当に不利益を与えるこ
とは，

自己の取引上の地位が取引の相手方で
ある消費者に優越しているデジタル・プ
ラットフォーム事業者が，取引の相手方
である消費者に対し，その地位を利用し
て，正常な商慣習に照らして不当に不利
益を与えることは，

当該取引の相手方の自由かつ自主的な
判断による取引を阻害するとともに，

当該取引の相手方である消費者の自由
かつ自主的な判断による取引を阻害する
一方で，

当該取引の相手方はその競争者との関
係において競争上不利となる一方で，

行為者はその競争者との関係において
競争上有利となるおそれがあるものであ
る。

デジタル・プラットフォーム事業者はその
競争者との関係において競争上有利とな
るおそれがあるものである。
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デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引にお
ける優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方（令和元年12月公表）

「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の考え方

(1) デジタル・プラットフォーム事業者が個人情報等を提供する消費者に対して優越した地位にあるとは，消費者がデジタル・プ

ラットフォーム事業者から不利益な取扱いを受けても，消費者が当該デジタル・プラットフォーム事業者の提供するサービスを利
用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合である。

(2) 消費者がデジタル・プラットフォーム事業者から不利益な取扱いを受けても，消費者が当該デジタル・プラットフォーム事業
者の提供するサービス(以下(2)において「当該サービス」という。)を利用するためにはこれを受け入れざるを得ないような場合

であるかの判断に当たっては，消費者にとっての当該デジタル・プラットフォーム事業者と「取引することの必要性」を考慮するこ
ととする。

消費者にとって，①当該サービスと代替可能なサービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者が存在しない場合(注5)，
②代替可能なサービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者が存在していたとしても当該サービスの利用をやめること
が事実上困難な場合(注6)，又は③当該サービスにおいて，当該サービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者が，その

意思で，ある程度自由に，価格，品質，数量，その他各般の取引条件を左右することができる地位にある場合には，通常，当該
サービスを提供するデジタル・プラットフォーム事業者は，消費者に対して取引上の地位が優越していると認められる。

(注5)当該サービスと代替可能であるかどうかについては，サービスの機能・内容，品質等を考慮して判断する。その判断
に当たっては，個々の消費者ごとに判断するのではなく，一般的な消費者にとって代替可能であるかどうかで判断する。

(注6)当該サービスの利用をやめることが事実上困難かどうかについては，サービスの機能・内容，当該サービスを利用す

る他の消費者と形成したネットワークや，当該サービスを利用することにより蓄積したデータを，他の同種のサービスで利
用することが可能かどうかなどの特徴等を考慮して判断する。その判断に当たっては，個々の消費者ごとに判断するので
はなく，一般的な消費者にとって利用をやめることが事実上困難かどうかで判断する。

(3) また，優越的地位にあるデジタル・プラットフォーム事業者が，消費者に対して不当に不利益を課して取引を行えば，通常，
「利用して」行われた行為であると認められる。

(4) これらの判断に当たっては，デジタル・プラットフォーム事業者と消費者との間に，情報の質及び量並びに交渉力の格差が
存在することを考慮する必要がある。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html
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５．【参考その２】

フリーランス新法

【発展形態】



73https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou1.pdf



74https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou1.pdf
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（参考の参考） フリーランスガイドライン（令和３年３月公表）

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210326.html



76https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210326.html
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独占禁止法関連
 国内外の行政・刑事違反事件調査対応、不服申立て対応、関連する自主的社内調査対応（課徴

金減免申請、司法取引等の手続対応を含む）、事後的な法令遵守の維持向上のための措置・活
動対応

 M&A・業務提携等に関する分析検討、企業結合規制手続対応
 流通戦略、知財戦略等に基づく取引先との契約交渉、締結・履行等に際しての分析検討
 他事業者による違反事案対応（公正取引委員会に対する申告、民事提訴等）

セミナー開催／社内研修講師

M&Aにおける対象会社の独占禁止法リスクの検証

コーポレート法務関連
 有事対応に関する事後検証（再発防止策、役員責任等）
 コンプライアンス体制・内部統制システム整備
 適時開示対応

特殊な事業分野の独占禁止法適用除外

契約法務関連
 不公正な取引方法、下請法対応

広告審査

 景表法対応



国内外のカルテル事案や流通戦略に基
づく取引行為・その他事業活動に対す
る独占禁止法違反（行政・刑事）の嫌
疑の調査／国内外の事業提携や企業結
合審査案件／第三者委員会の委員就任
など、有事対応への事後検証や再発防
止体制の立案策定 ／同法違反に起因
する民事責任を巡る係争対応 等。
2016年2月～17年3月：公正取引委員会
「独占禁止法研究会」会員（裁量型課
徴金制度を含む課徴金制度の在り方に
ついて）。／19年7月～競争法フォーラ
ム常務理事・事務局長／20年9月～日本
弁護士連合会司法制度調査会・商事経
済部会副部会長（独禁法関連担当）

向宣明
MUKAI, Nobuaki

弁護士登録以来、談合・カルテル事件
について、リニエンシー・取消訴訟等
を常に手掛けるほか、企業結合・事業
提携に関する業務も取り扱う。談合・
カルテル等の企業不祥事を含む事件処
理や役員責任に関する相談も数多く経
験している。金融庁への出向経験を有
しており、企業開示や取引所関連の相
談にも対応する。
2009年4月～10年9月：金融庁総務企画
局市場課専門官
第一東京弁護士会総合法律研究所会計
・監査制度研究部会副部会長、同金融
商品取引法研究部会員

森口倫
MORIGUCHI, Rin

98年4月 - 05年3月ソニー株式会社勤務
（法務部、知的財産渉外部他）
競争法フォーラム会員、第一東京弁護
士会総合法律研究所独禁法研究部会員
、同知的所有権法部会員 国内外の数
多くのカルテル・談合事案に携わり、
主にリニエンシーを含む当局対応や民
事賠償対応を手掛ける。クロスボーダ
ーの企業結合や不公正な取引方法に関
する案件の他、景表法、下請法等に関
する案件についても日常的にアドバイ
スを行っている。

小林崇
KOBAYASHI, Takashi

弁護士登録以降、数多くの国内外の企
業に対して、談合・カルテル調査、国
内外の企業結合審査、流通・販売政策
や業務提携、知的財産権のライセンス
に関する助言等を行っている。プラン
トエンジニアリング、製薬、医療機器
といった取引分野に精通し、コーポレ
ートガバナンスや人事政策に関する相
談にも常時対応している。国内金融機
関法務部や公共設備エンジニアリング
企業法務部への出向経験も有する。

杉本亘雄
SUGIMOTO, Nobuo

82年4月公正取引委員会事務局入局／19
年7月審査局長を最後に公正取引委員会
事務総局退官の後、同年12月桃尾・松
尾・難波法律事務所入所／04年4月～07
年6月官房国際課長として、また11年8
月～16年6月官房審議官（国際担当）と
して海外競争当局等とのバイ・マルチ
の業務を統括／11年1月～8月審査局犯
則審査部長として犯則事件を統括／02
年7月～2004年4月取引部消費者取引課
長として景品表示法行政を担当

南部利之
NAMBU, Toshiyuki

国内金融機関法務部、公共設備エンジ

ニアリング事業者法務部、海外ファッ

ションブランド事業者法務部への出向

経験がある。第一東京弁護士会総合法

律研究所独禁法研究部会員。

国内外カルテル事案のほか、契約法務

に関連して、不公正な取引方法に関す

るアドバイスや下請法、景表法等に関

する相談にも様々対応している。

石川由佳子
ISHIKAWA,  Yukako 

第二東京弁護士会経済法研究会会員

外資系法律事務所在籍時より、国内外

の企業結合事案やカルテル・談合事案

に従事。労働法案件を数多く手掛け、

従業員による企業不祥事事案において

助言を行うほか、日常的に、景表法や

下請法等に関する助言も行っている。

橘川裕樹
KIKKAWA, Hiroki

競争法フォーラム会員

国内外のカルテル・談合に関するリニ

エンシー申請、民事賠償対応等に携わ

る。デジタル・プラットフォーム分野

を含む独禁法に関する相談や、景表法

・下請法に関する相談にも日常的に対

応している。刑事専門事務所に在籍し

た経歴があり、経済事件を含む刑事事

件に関する豊富な経験を有する。

田中翔
TANAKA, Sho

パートナー

アソシエイトアドバイザー
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ご清聴ありがとうございました

桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士 向 宣明

（独占禁止法プラクティスグループ・リーダー）

ニューヨーク州弁護士登録

一橋大学大学院法学研究科特任教授（独占禁止法）

立命館大学法科大学院講師（独占禁止法）

競争法フォーラム常務理事・事務局長

〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地

麹町ダイヤモンドビル

電 話 03-3288-2080
ﾌｧｸｼﾐﾘ 03-3288-2081
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